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○家田委員長 

 事務局案に加えて、今回は委員より代表的な港湾整備事業について取り上げてはどうかという

ご意見がありましたので、資料１の１０番の千葉港葛南中央地区国際物流ターミナル整備事業を

事務局で選んでいただいておりますが、よろしいでしょうか。それでは、資料１に示した６件を

特に重点的な審議を要する案件（「以下、重点審議案件」）とし、その他は一般の議論というふう

にしたいと思います。 

 

 

 

 

○笠委員 

 前回委員会で継続審議となった資料３－５の国道３５７号東京湾岸道路（千葉県区間）につい

て、前回、なかなか理解をすることができなかったのですが、今回はよく理解することができた

と思います。ありがとうございました。 

 

○家田委員長 

 よろしいでしょうか。それでは、この案件は継続ということでよろしいですか。 

 ご異議もないようですので、それでは、そういうふうに処理させていただきたいと思います。 

 それでは、引き続きまして、今回の重点審議案件の審議に入りたいと思います。 

 

○佐々木委員 

 まず、資料２－２の富士川水系直轄砂防事業について、１５０年に一度の気象災害に備えると

いうことですけれども、この１５０年という気象によって想定されている災害の規模は最近の気

候変動などもあって、より厳しくなっているのかなということもありますが、地球温暖化などの

影響や、近年の集中豪雨といったものはどのくらい加味されているかというあたりを教えていた

だきたい。 

 それから、代替措置としては、例えば住民を移動させる、移住させるということがあるがそれ

は現実的ではないというお話だったかと思いますが、人口の全体の様子を拝見すると、今後、１

００年というオーダーですと相当減る可能性が高いという気がいたしました。それで、今回の事

業評価ということではないですが、今後、こういう長期的なプロジェクトで、１００年とかそう

いうオーダーの事業を行っていこうというときには、少し長期的な人口の傾向も考えながらやっ
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ていかないと、何もかも整備するというのは無理なので、優先順位というのを考えるときにも、

これがほんとうに優先度が高いのかどうかというあたりを、今後、少し考えていただく、あるい

は考えておられるかと思いますけれども、もしおわかりになれば教えていただきたいと思います。 

 一方で、事業個所の周辺が観光や産業面で非常に重要だということだとすれば、それは必ずし

もそこに住んでいる人というだけではなくて、そういう面での基盤を支えるということにもなっ

て、そのあたりの便益というのが当然出てくると思いますが、資料２－２－①の９ページに事業

実施の優先順位が示されていますが、観光や産業との関連というのがよくわからなかったので、

この事業がそういう面でもやはり９ページのような優先順位でいいのかというあたりを教えてい

ただければと思います。 

 

○岡部委員 

 今の佐々木委員のご質問と少し関連するところがありますが、まず大きな話で、評価単位を個

別単位から水系単位に変更されたということですが、例えばＢ／Ｃなどの算出でどのような変更

が出てきたのか少し概略ご説明いただければと思います。 

 それからもう一つは、今の佐々木委員の話と関連しますが、こういう事業は極めて重要だと思

っておりますが、最近の気候の状況など見ておりますと、ハードを整備することも大事だろうと

思いますが、国土交通省の範囲外かもしれませんが、避難対策や当面の緊急避難などの、ソフト

対策みたいなものも便益に少し算入されておられますが、高齢者も多くなってきており、こうい

うものもさらに重要になってくるのではないか思いますが、そこら辺の問題も少し質問させてい

ただきます。 

 

○堤委員 

 少し佐々木委員と重なるかもしれませんが、人口構成は多分減るだろうと予測されております。

しかし、人口が減るからといって、ここを放置しそのままにするのは、自然やさまざまなところ

に影響してくるので、やはりこのような長期的な計画は大変重要だと思います。ただ、この辺の

防災や人の命を守ることや安全ということで、観光地でもあればいざというときの避難所という

ことで整備をされるようなことが書いてありましたけれども、白州町とそれから地理的には早川

とがどのように安全を確保しようとするのかいま一つよくわからないところがあります。 

 

○山﨑委員 

 １番目に、工事費の縮減がされているのは大変よろしいことかと思いますが、縮減がなければ

Ｂ／Ｃが１を切る可能性もあるという非常に微妙なところになっているのではないか。 

 ２番目が、１５０年に１回の確率規模というのは、やや過大というか、１００年に１回や８０

年に１回にするとどうなるのかというのが少しわかりにくいのですが、現在、砂防というのは全

国で１５０分の１ということでやられているのかというのを確認したい。 

 ３番目が、８ページを見ると、今後３０年間土砂整備をやられるということですが、残りを見

ますとさらに６０年分の土砂が残っておりまして、トータルとして９０年分ぐらいの事業量があ

りますが、これを３０年間とりあえずＢ／Ｃ１．１でやるというのも、なかなか簡単にゴーサイ

ンが出しにくいのかなと思うわけですが、残りもこれは粛々とやるということなのかということ

の確認です。 
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○家田委員長 

 今、山﨑委員もご質問されたことだけれども、整備済み土砂量は何年間でやったのかを教えて

いただきたい。 

 それからまた、全部やっても２，７００万立米にしかならないので、全体計画とここまでと、

これからの３０年の先はどう考えておるのかというのを説明いただきたい。 

 それから、９ページで今回便益算定をしている事業の対象にしている８３６億円は、この青丸

と赤丸のうちどの部分までを言っているかよくわからない。それから、災害時要援護者関連施設

というのはどこにあるのかなど、事業そのものの場所がわからない。 

 

○事務局 

 まずは、佐々木委員の最初の質問で、１５０年に一度の話で、最近は気候変動の話などがある

ので、雨の降り方も変わっているという質問ですが、この富士川の計画に関しましては、昭和４

５年に当初の計画をつくっていまして、昭和５６年に大規模な出水がありこのときに計画の見直

しを行っています。砂防事業の計画に関しましては、基本的に広大なエリアの土砂生産量を相手

にしているということがありまして、大規模な出水がある場合には計画の見直しを行っていきま

す。他方、最近の雨の降り方から、この地域においても異常な出水ですとか、これまでに経験し

たことないような出水がある場合には、こういった計画も順次見直されていくというような考え

方で進めています。 

 代替案で人の移動はなかなか難しいけれども、将来的には１００年単位で見たときには人が減

ってくるのではないかということについてですが、各市町村単位の人口の予測推計がありまして、

平成１７年の人口の減少率が山梨県で０．４％という数字が出ていまして、この数字を用いまし

てこれと同じ評価期間でＢ／Ｃを見たときには、残事業Ｂ／Ｃが現在１．１２ですが、これが１．

０７になると算出しています。人口が１００年後にどうなっているのかという数字までは持ち合

わせていませんで、今、５０年後までの数字がどうなのかというと、この数字になっているとい

うことです。指摘のとおり、我々の事業は、国民の生命・財産を守っていて、それがどうなるか

ということについても配慮が当然必要だと認識しています。 

 続いて、観光や産業というのが重要だということで、９ページの中でこの観光・産業について

どう考えているかということですが、観光・産業に関しましては、費用対効果分析の便益の算定

の中に事業所というものがありまして、その中で見込んでいます。また、昭和５７年の災害の際

には道路が崩れ孤立化というものが起こっていまして、今の予測としては、大体山梨県内で３３

カ所が交通途絶が起こり得る箇所と見込まれているところです。今後３０年の施設を整備する場

合には、この３３カ所の交通途絶の可能性がある箇所については順次解消されていくと考えてい

るところです。 

 続きまして、岡部委員から指摘があった、個別評価から水系単位に今回見直したことの背景と

いうか、我々の考えというものについて説明を差し上げたいと思います。これまで砂防の評価に

関しましては、例えば利根川であれば、片品川、烏川といった支川単位で評価を行ってきたとい

うところです。他方で、今回、第２回委員会でも審議頂きました河川環境事業のように水系単位

で物事を考えるべきだというような発想がありまして、この砂防に関しましても、まずは水系単

位というもので物事を見ていこうということです。具体的には、費用対効果の分析におきまして
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は、実際には小流域単位の便益というものの重ねで水系単位というものが見込まれているという

ところです。ちなみに、前回評価としましては、平成２１年の事業評価監視委員会の際は早川で

１．１、釜無川は平成１７年と今回の費用対効果分析で同様に１．１という評価結果をおのおの

持っています。 

 続きまして、最近の気候変動など考えるとハードだけではなくてソフトも重要ではないかとい

う指摘ですが、同資料の８ページの下にソフト対策の推進ということを若干書かせていただいて

います。我々が相手にしている自然の大規模災害というものは、ハード対策の整備だけではなか

なか時間的にも追いつかないというところもありますし、すべてをフォローするということ自体、

そもそも難しいところがあります。そういったことから、我々の事業の目的の一つとしては、ま

ずは首長などが避難の勧告等を行うに当たって有益になる情報を的確に提供するという観点から、

監視観測網といったものをしっかり整備して、どのタイミングで避難勧告等をされたらいいかと

いうような情報提供にまずは努めているところです。また、これも自治体の取り組みへの協力に

なりますが、防災訓練等に関しましても我々も積極的に参加をしていまして、ハード、また応援

体制の観点から、こういった取り組みの推進の補足・補助をしているところです。 

 

○事務局 

 砂防施設の整備に関しましては、同資料の９ページ目をまずごらんいただければと思います。

ここで災害時要援護者関連施設や避難所というのを書いていますが、この施設は、民間であると

か自治体がつくっている施設、老人ホームであったり、あとは集会所のようなものです。砂防事

業は、そういった施設に例えば土石流災害が起きないように、土砂氾濫被害が起こらないように

砂防の堰堤などをつくっているという事業で、当面１０年で、土石流によって老人ホームなどが

流されないようにしっかりやっていこう、また、当面３０年に関しましては、避難所や人家とい

うものを土石流によってつぶされないようにしっかり守っていこうというように考えているとこ

ろです。自治体との連携としては、先ほどのソフト対策の話もありましたが、各流域の危険な地

域におられる首長などと国土交通省の事務所長などがホットライン等を持っていまして、災害時

には的確なアドバイスを今も送っており、地元の首長と緊密に連携していると思っています。 

 続きまして、山﨑委員から工事費の縮減がなければＢ／Ｃが１を切るようなパターンがあるの

ではないかという質問ですが、何か大規模なコスト増が発生すると１を切るという可能性はある

とは思いますが、今の時点では１についてはある程度担保がされていると思っています。 

 続きまして、山崎委員の２つ目の質問で、安全度の目標についてですが、この富士川の場合に

は１５０分の１程度の雨を目標としていますが、これは全国一律で安全率を決めているというも

のではありません。河川の整備に当たりましては、河川改修で目標流量というものを定めます。

この富士川の場合には１５０分の１というのが目標流量というように定められていまして、これ

と同じ目標を砂防事業においても同様に用いているということです。 

 続きまして、山﨑委員の３つ目の質問で、これは家田委員長も同様の主旨の質問で、トータル

の事業としてはそもそも何年かかってこれまで何年行ってきて残っている部分についてはどうな

のかという点ですが、事業の着手は昭和３５年から実施してきているということで、これまで５

０年実施してきています。今後、この整備対象土砂量の残りの分すべてをやろうと思った場合に

は、現在の予算水準等もありますが、大体８０年ほどの時間がかかるというところです。 
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○家田委員長 

 当面の３０年よりさらに８０年かかるということですか？ 

 

○事務局 

 さらに８０年かかるということで、息が長いプロジェクトです。 

 山﨑委員から、全体の費用対効果がどうなのかという質問をいただきました。全体の着手から

事業完了整備対象土砂量すべてを整備するに当たってのＢ／Ｃというものを算定していまして、

事業着手から完了までだと１．２という数字を得られているところです。 

 あと最後、当面３０年の事業について今回審議していただきまして、その後どうするのかとい

う話ですが、今、我々は１５０分の１という大きな目標を持っていまして、それに向かって事業

を進めていますが、ただ、３０年でどういう状態なのか、１０年でどういう状態なのかというも

のを、透明性を高める意味でしっかりとした目標を持ってやろうというような観点で進めていま

す。従いまして、実際には３０年以降も１５０分の１という目標に向かっては整備を進めていく

ように考えているところですが、この事業評価監視委員会で３年に１回ずつ審議していただく中

で、例えば人口動向や施設の状況など、そういったものを踏まえて適切に事業は見直していくと

いう流れと認識しています。 

 続きまして、家田委員長の２点目の質問で、９ページ目の赤や青の丸の点についてですが、こ

の青と赤で示した箇所が今後３０年間の施設整備箇所と当面１０年間における施設配置計画です。

ちなみに、１０年間では４５施設、３０年では２０９施設というものを整備の対象として進めて

いきたいと考えているところです。 

 また、家田委員の質問で、災害時要援護者関連施設の場所がわかりづらいというような指摘を

いただいているところですが……。 

 

○家田委員長 

 それに限らないが、例えば災害時要援護者関連施設について、単に施設がここにあるというだ

けで、何をどこでどれだけやるのかが全然わからない。 

 

○事務局 

 実際にはすごく施設の数が多くて、早川や釜無川の周りに小流域が数多くありまして、そこで

流出される土砂量というものを勘案しながら計画というものは立てているところですが、図面等

がありまして、そういったもので説明を差し上げたいと思います。 

 

○河川部長 

 具体的にどうやっていくのかというのが全然載っていないのは申し訳ないと思います。沢があ

って、土砂が流れてくるところに老人ホームなどがあるものですから、土砂が老人ホームなどに

直撃しないように、その上流の沢に砂防堰堤を整備する箇所がこういう丸で示したところだとい

うことです。 

 

○家田委員長 

 ９ページのような全体的にどうなっているか示した地図は、定性的に理解するには必要だけど、
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８００億円を使うという提案に対して、個々の場所に一体何をどうするのかという資料がないの

はなかなかつらいなと思います。 

 

○山﨑委員 

 気になるのは、やはりＢ／Ｃが１．１ということになっていますが、３０年でやりますと、人

口の推計がほんとうに０．４％減でよろしいのかというのが非常に気になるところで、平成１７

年以降の将来推計人口はあちこちで出ているはずですが、それに基づくとこの数字で大丈夫なの

でしょうか。特に最初のほうは多分Ｂ／Ｃはよくて、年度がたつにつれて下がるということにな

るのではないか。当初の１５年ぐらいは１を超えているが、後半のほうの事業は実は１を切って

いて、平均すると１．１が出ているということになりかねないという気がしてならない。大事な

事業であれば、事業をやることは反対ではないですが、説明責任として非常に微妙な数字が出て

おりますので、人口推計や建物もかなり今、価格が下がってきている状況ですので、ほんとうに

大丈夫なのかということも確認したいというところです。 

 

○事務局 

 まずは、家田委員長から指摘していただきました事業箇所が分からないという点についてです

が、箇所ごとに施設が３０年で２０９カ所と、１０年でも３０カ所ほどの施設がありまして、そ

の小水系ごとに、保全するものが何なのか、どこに施設をつくるのかという詳細は、手元に資料

がありますので、後ほど回覧させていただきます。 

 もう１点の人口推計に関しましては、先ほど説明しましたデータというものは平成１７年度の

国勢調査の山梨県のデータを用いています。この数字自体は国勢調査から用いている数字となっ

ています。 

 

○山﨑委員 

 ０．４というのは、平成１２年と平成１７年の差ですか。 

 

○事務局 

 そうです。 

 

○山﨑委員 

 まだ日本の人口が増えているときのデータですよね。人口問題研究所で将来推計人口は県ベー

スでは出ていますので、恐らく０．４ではないというふうには思います。 

 

○家田委員長 

 まとめてお答えいただこうと思いますけれども、砂防や河川事業全般に言えることですが、何

しろエリアが広いし、しかも膨大な自然力を相手にしているから、例えば３年とか５年とかで終

わるようなものではないので、営々とやってきて仕方ないというか、そういうものだと思います。

したがって、これまでも５０年やってきたし、これから８０年かかるものだということは理解で

きます。それでも少しずつでもやっていかなければいけないというのが砂防だし、そうやってき

てくれたからこそ、下流で住んでいる我々はそれなりに安全を享受しているが、これからやる事
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業が３０年分で８００億円でＢ／Ｃが１．１とか１．２ということで、事業継続と言われても困

る。再評価のシステムが３年というサイクルでやるわけですから、実情、今、決めようとしてい

るのは、この３年ですぐにやろうとしているのはこれとこれで、それについてはこんな効果があ

って、それだけについて見るとこれだけのＢ／Ｃが出ますよということを説明していただけると、

また３年後の再評価のときに、さらに次に継続する価値のあるものはあるのか、ないのか判断が

できますよね。したがって、砂防についてはそういう非常に息の長い仕事だから、残事業が１．

１で残りますよというよりは、今やろうとしていることは一体個別にどのくらいの価値を持って

いるのかということを、追加でご説明いただけるとよろしいかと思います。先に道路事業と港湾

事業の重点審議案件の審議を行い、最後にもう一回、砂防をやります。 

 

○堤委員 

 資料３－４－①の一般国道２９８号東京外かく環状道路（千葉県区間）に関してですが、同資

料の１４ページ、１５ページの前回再評価以降の取り組みについて、特に、地域社会の生活など

見ておりますと、アンケート結果の１５ページの右上にありますが、「外環ができることによって

生活が便利になると思いますか」という質問は、ほとんどの人が「便利になる」と答えるのはあ

る意味では当然であります。その他具体的な記述内容ということで問題が書かれております。こ

れに関しても具体的にどのような対応をされるかということをお聞きしたいと思います。また、

どの辺の人たちがこういった問題を抱えているのかということも、もう少し具体的にわかって、

対応がされるようであればありがたいなと思います。 

 

○岡部委員 

 同じく今の国道２９８号東京外かく環状道路に関して、堤委員と関連してしまいますが、１４

ページ、１５ページで前回の再評価以降の取り組みで、地元の自治体や経済界も協力して、全体

的な経済効果というのは私どももよくわかります。大変高く評価しておりますが、実際にここに

道路を通すことに対して、住民の方々の持っている不安は大いにあろうかと思って、それに対し

ていろいろな形で複合的に努力されてきたというのは大変評価すべきだと思っておりますが、そ

の結果、理解も進んだのでしょうか。用地の取得率などもかなり高い水準でありますが、そうは

いいましても、どうしても騒音・環境の悪化が心配であるとか、まだまだ不安があるような印象

も受けております。したがいまして、ここら辺につきましても、便益の部分で、例えば交通事故

の減少率など勘案されていますけど、あれは恐らく車と車の問題なのでしょうか。住民まで巻き

込んだようなものもその中に入っているのかどうか、データをカウントするときにどのような形

でやられているのか、そういうことをまた、不安を抱えておられる住民の方にも十分説明されて

いるだろうと思いますが、引き続きそこら辺の不安が高いと思いますので、広報活動などを引き

続き強力にお願いできたらと思います。 

 

○笠委員 

 同じ２９８号東京外環について、もう古い話になりますが、６ページのところで都市計画決定

が変更されたというところで、掘り割り構造に変更されて、その結果、国と高速道路会社のほう

が共同で事業を行うということになったようですが、この構造が、当初の昭和４４年の都市計画

決定と平成８年の変更の時点で、おそらく環境の問題や近隣にお住まいの方たちのご意見を入れ
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る形でこういうふうに堀割構造になったのだと思いますが、どのような点で以前のものよりも変

更後の構造がすぐれているのか教えていただけたらと思っております。 

 

○家田委員長 

 まず、国道２９８号東京外環について、１４ページの前回以降の取り組みで追加の説明をお願

いしたいが、取り組み状況の②で「密接関連事業がある場合は、事業全体としての評価を今後ど

のようにするかを検討されたい」という意見が附帯されてきたわけですけれども、それに対する

先ほどのご説明は本省に問い合わせた結果は、そのようなことはやることないから、やらないで

いいよというような話のように聞こえましたけれども、ルールとしての整理と、それから事業の

本来の姿の中でこういう場合に計算するとどうなるのかというのは、費用対効果分析が十全でな

いがゆえになおさらそういういろいろなケースでの検討が必要というのが大体現在のＢ／Ｃの考

え方ですね。そういう中で、もう少し、これまで考えてきた、あるいは道路部で悩んできたよう

な、あるいはこれからどうしようかというあたりのお気持ちを聞きたい。 

 それから、資料３－７の国道４６８号首都圏中央連絡自動車道（川島～五霞）について、１５

ページの費用対効果分析の計算条件というところに、まず暫定２車線で開通し、その後４車線に

するというような話だったと思いますが、予算の都合などいろいろな事情で暫定２車線のままで

ずっと行くというような事態が起こったりする場合の計算はされているのかどうか。もしされて

いるとしたら、もちろんコストは低いが、おそらく走行速度が非常に低いものに抑えざるを得な

いから便益も多分低いはずで、だからこそ暫定２車線ではだめだということになっていると思い

ますが、どのくらいの交通量まで発現されれば暫定２車線でないほうがいい、そういう交通量の

切り合い点みたいなものをもし出しているようであればご紹介いただけないか。 

 

○事務局 

 堤委員から指摘されました、資料３－４の国道２９８号東京外かく環状道路（千葉県区間）の

１４ページ、１５ページに関連して、特にアンケート結果の中にある否定意見のようなもの、こ

ういうものに対してどのような対策をとってきたかということについての具体的な説明ですが、

騒音などの環境の悪化という観点につきましては、現地では工事中も防音のためのパネルを立て

ていたり、完成形では遮音壁を設置する予定です。遮音壁の設置におきましても、周辺に影響が

出ないようにしっかり計算をした上で設計をしているというところです。 

 また、狭い道にトラックが入ってくるか心配というような懸念に対しましては、これはむしろ

国道２９８号が主要な幹線道路としてこういった交通を担うことになりますので、現在並行して

いる路線の中にいるトラックが国道２９８号に転換してくると考えています。 

 それから、歩きやすい歩道というような内容につきましては、地域住民の皆様とモデル道路の

ようなものを一緒になってつくらせていただいていまして、意見も頂きながら道路の設計をして

いるところです。 

 豊かな緑を回復してほしいという点につきましても、もちろん道路用地の中だけということに

はなりますけれども、最大限努力をして原木を移植してそのまま使わせていただいたり、地域の

固有種にも配慮した形での対策をとらせていただいています。 

 バス通りが込みそうで事業を中止してほしいという件につきましても、丁寧に個別に説明をし

ている状況であると理解しています。 
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 それから、どのような方々がこのような懸念をお持ちかという質問ですが、沿道にお住まいの

方、特に外環道に接した用地をお持ちの方の懸念は大きいと思っています。そういった方々と、

特に騒音や振動に関していろいろ話し合い等をさせていただきながら設計を行っていると考えて

います。 

 それから、岡部委員からも同様の主旨で、住民の方々は大いに不安があるということに関して

の我々の取り組みということですが、単に広報誌をお配りするというような消極的な広報ではな

く、相談所のようなものを設けさせていただいて、懸念のある方とは１対１で、あるいは少数の

方であっても、丁寧に対応させていただいていると思っています。その結果もありまして用地進

捗が進んだという評価については、我々も意見を同じにするところです。 

 また、事故減少便益に関しては、過去の事故のデータから回帰的に作成したモデル式に当ては

めて便益を算出していますので、例えば車同士の事故、あるいはその事故が近隣の家屋に影響を

与えたかといった個別ごとの類型化はしていませんが、人の命に関する金額は含まれていません。

いずれにしましても、住民の皆様への説明が必要だとの指摘については、今後も引き続き説明に

は最大限の努力を図ってまいりたいと思っています。 

 それから、笠委員からの指摘で、都市計画変更に関して、資料の６ページで高架構造から掘り

割り構造にしたことによる環境面から見たときの優れている点ですが、一般に、堀割構造は高架

構造に比べて騒音も振動も少ないとされており、実際に計算してもそのような結果になります。

したがいまして、環境影響の調査・照査を通じて各数値が高架構造よりも堀割構造のほうが有利

になるということを確認した上で、当時、市川市議会の特別委員会を中心に議論を重ねていただ

きまして、このような形になったということです。 

 

○笠委員 

 堀割構造にすることで、平成８年の都市計画決定のときの事業費に比べて費用は大分上がった

のでしょうか。 

 

○事務局 

 コストは増加しています。 

 

 それから、委員長からの指摘で、密接関連事業がある場合の取り扱いについての現在の我々の

考え方についてですが、ルール上は事業採択単位ごとに評価をするということでして、今この場

でそれ以外の方法について見解を申し述べることはなかなか困難だと思います。作業といたしま

していろいろな計算パターンを試すことは可能ですが、作業に時間が必要ですので、今この場で

お示しすることはできないという状況です。 

 それから、４６８号首都圏中央連絡自動車道（川島～五霞）についてですが、交通容量との関

係で処理できる台数というのが目安としてありますので、１万数千台を超えますと２車線では処

理ができなくなってきますので、４車線化を検討しなければいけない状況になってきます。逆に、

交通量が伸びていく中で１万数千台までは暫定２車線で問題ない状況であろうと思っています。 

 

○事務局 

 また、堤委員から資料３－４の東京外かく環状道路について、具体的に地元に対してどのよう
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な対応をしているのかという質問について補足しますと、地元からのいろいろな意見につきまし

ては、アンケートをとった会場におきましても東京外環の情報コーナーを設けまして、意見や要

望に対してお答えをしています。さらに、同資料の１５ページに記していますが、相談所という

のを３カ所設けていまして、沿道の方々が見えて、意見や要望に対しても丁寧に対応させていた

だいています。さらに、工事開始前には工事説明会を実施しまして、その中でも意見・要望に対

して対応させていただいています。さらに、年に２回ほど、沿道の方々を対象に工事の現場の工

事見学会を設けていまして、事業に対する理解と意見等をいただきながら、丁寧に説明をさせて

いただいています。 

 

○堤委員 

 一般論としても言えると思いますが、東京外かく環状道路のような環状道路をいろいろな都市

で計画して実施していく場合に、住民の反対や環境保護など、様々な要因で早くできるところと

遅いところが出てくると思います。また、このような住民からの意見、強い反対や、こうしてほ

しいという意見というのがあると思いますので、今お伺いした範囲ではかなり対応もして説明責

任を十分果たしていると感じましたが、できるだけ住民への理解とこのような広報をさらに徹底

していただきたいと思います。 

 

○笠委員 

 先ほどの都市計画決定変更のところで、費用が相当上がったというお話で、住民の人に配慮す

るというのはとても大事なことだと思いますが、昭和４４年に都市計画決定されているのに、そ

の後その周辺にどんどん建て込んでくるというか、例えば道路拡幅の都市計画決定がもう済んで

いるところにマンションが建って、今度はそれを立ち退かせるためにたくさんのお金を払ってと

いうようなことをやっていることがありますが、そのあたりの仕組みについて教えていただきた

いと思います。 

 

○道路部長 

 今の笠委員の質問について説明しますと、道路の都市計画の幅が決まりますと、一応、その幅

の中には永久構造物といいますか、いわゆる鉄筋コンクリート、マンションなどそういうものは

建築ができないという権利制限がかかります。その想定される線の中では行政的にそういう指導

をさせていただいていますが、その外側については制約がなく指導できませんので、すぐわきに

家屋を建てられるとか、あるいは木造の家屋であれば都市計画の線の中であっても特にそれほど

大きな制限がかけられないというのが実態です。 

 

○笠委員 

 そこを直さなければ、これからも同じことが繰り返されるのではないですか。 

 

○道路部長 

 それは、それぞれ土地を所有されている方々の権利・権限の問題と、それから、都市計画決定

をしているけれども、いつできるのかということに対して答えづらいような事業もありますので、

ずっと木造の家も建てられないというような制限のかけ方はなかなか難しい状況です。 
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○笠委員 

 確かにそうですね。わかりました。 

 

○家田委員長 

 その辺については、この当該事業に限らず我が国だけではないですが、インフラ整備におきま

して土地利用制限をどう有効に働かせることができるかという非常に重い課題で、都市計画に関

するいろいろな審議会でも常に話題になるところです。笠委員のご発言はよく理解できるところ

ですが、この当該事業だけについてここでその制度を変えるのは難しいので、意見として残して

ぜひ今後のより建設的な前向きな展開に笠委員のご発言をつなげていけたらと思います。 

 

○大野委員 

 暫定供用の仕方の考え方についてお伺いしたいが、例えば、同じく国道２９８号東京外かく環

状道路の１０ページの図で、国道３５７号東京湾岸道路と交差する田尻の交差点から北に向かっ

て外環道が部分供用されていますが、この北側の端部で発生している渋滞は外環道を通過しよう

とする交通が主だと考えてよろしいでしょうか。仮にそうだとすると、暫定供用して東京湾岸道

路から外環道に道路が延びており、北側の端部までついつい来てしまって、外環道から生活道路

に入っていってしまうというような印象も受けます。暫定供用せずにもっと周りから分散させて

交通誘導すれば、現在のこの交通渋滞がある程度緩和されて便益が発生するということはあり得

ないのでしょうか。そして、全線できた段階で例えば片側２車線暫定供用、あるいは全部供用す

るという考えはいかがでしょうか。 

 

○事務局 

 大野委員からの指摘につきまして、同資料の１０ページの渋滞状況のデータをご覧いただくと、

指摘されたように例えば主要地方道の市川柏線などで暫定供用した区間の先で渋滞が発生してい

ますが、この南北の方向に対しては、そもそもネットワークが脆弱で、どう外環道を整備するか

によらず南北方向の移動が詰まっている状態だと考えています。あわせて、暫定供用する際には、

端末の交通の処理ができるかしっかり分析した上で、千葉県警とも調整の上で渋滞や事故が発生

しないことを確認して暫定供用していますので、効果の出るところ、並行する路線の渋滞が解消

するところを、他への影響がない、もしくは軽微なことを確認して暫定供用させていただいてい

ます。 

 もう１つの観点で、全部一気通貫で片側だけでも開通させればいいではないかという指摘です

が、可能であればそのようにしたいところですが、用地取得が難航している関係で用地がまだ買

収できていない区間があり全線一気には開通させられないことから、さまざまなパターンを分析

して現在のこの部分的な供用のパターンが合理的であると判断をして開通したという経緯です。 

 

○佐々木委員 

 同じく東京外かく環状道路について、１６、１７ページあたりを見ると、Ｂ／Ｃが１．３で、

ほかの事業に比べてもかなり低いという印象を持ったのですが、外環道が全線でつながることに

よる便益は非常に大きいのではないかと思います。もしこの区間がなければ非常に不利益だと思
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ったのですが、そういう観点で不利益を便益だとみなすことも計算に入っていると理解してよろ

しいですか。 

 

○事務局 

 Ｂ／Ｃの計算は、ネットワークが将来完成した状態と、この国道２９８号東京外かく環状道路

（千葉県区間）だけができていない状態を比較して算出していますので、まさに指摘されたよう

にロスを便益と算出していることになります。 

 Ｂ／Ｃ１．３が高いか低いかということにつきましては、道路の便益の場合、走行時間短縮便

益、走行経費減少便益、交通事故減少便益という、金銭換算も可能で安定的に計測できる３便益

に限定してＢ／ＣのＢとして計上していますので、例えば沿道環境の改善、大気環境の改善とい

った環境改善効果は現実には効果としてありますが便益には算入していません。今回の案件では

環境改善の効果といった資料を付けていませんが、もっとＢ／Ｃが低い事業が出てきた場合には

総合的に判断いただくべきものだと思っています。 

 

○家田委員長 

 それでは、この道路の重点審議案件の２件につきまして判定をしたいと思います。継続あるい

は附帯意見つき継続、中止、継続審議、いろいろ可能性があろうかと思います。 

 国道２９８号東京外かく環状道路（千葉県区間）についてはいろいろなご要望が各委員からも

出ていますが、何か附帯意見はつけますか。 

 

○堤委員 

 いろいろな意見が出されていますので、それを十分今後も取り入れながら継続して進めていた

だきたいと思います。 

 

○家田委員長 

 それでは、外環道については各委員のご趣旨を踏まえると、周辺環境の保全や将来の周辺交通

状況の処理に関して、引き続き万全を期すこと及び、関連プロジェクトを含めた評価のあり方に

ついて検討することというような趣旨の附帯意見つきで継続ということでいかがでしょうか。よ

ろしいですか。 

 それでは、外環道についてはそのような処理とさせていただきます。 

 それから、国道４６８号首都圏中央連絡自動車道（川島～五霞）については、継続ということ

でよろしいですか。 

 どちらも用地買収が非常に進んでいるところなので、継続して早く効果を出す面はありますが、

いろいろ地元がご懸念されているようなところについては、交通状況の説明も含めてできる限り

のことをしていただきたいと思います。 

 続きまして、港湾事業の重点審議案件の２件について審議したいと思います。 

 

○岡部委員 

 資料４－３千葉港葛南中央地区国際物流ターミナル整備事業についてですが、費用が２５億円

増加しています。いろいろ構造上の問題で岸壁を強化したほか、三番瀬が隣接しているので環境
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面についてもいろいろおやりになったということですが、増額分のうち環境関係はどの程度の割

合になるのでしょうか。 

 

○山﨑委員 

 同じく千葉港の費用便益の計算の手法について、例えば地震に対する便益ですが、鹿島港が代

替港湾になっていますが、東京湾内の港湾は被災しているという想定なのでしょうか。東京港も

横浜港も耐震の工事をやっているのに、千葉港だけ生き残るという非常に不思議な計算になって

いるのではないか。東京港も横浜港も耐震化しているはずだから、代替港が鹿島港という想定は

ほんとうによろしいのでしょうか。 

 それから、便益の計算が実際の動向をもとに計算されているものなのか、それとも想定なので

しょうか。船は大きなものも入ってきていて、どこかで減載したり荷物を少し軽くして喫水調整

して入ってきていますが、その分を計算しているのかご説明いただきたい。 

 

○笠委員 

 まず、同じく千葉港葛南中央地区国際物流ターミナル整備事業についてですが、もうほとんど

事業が終わりかけているので背景の質問になりますが、１２ｍまで増深するということで、これ

は船舶の大型化があるということだと思いますが、船舶の大型化がさらに進んでいて、１２ｍの

増深では十分でないという状況が生まれていないのかどうかをお聞きしたい。 

また、日本特有の地形というのがあるので、あまり海外の事例が参考にならないケースもある

とは思いますが、海外の動きはどの程度情報を集めて比較考慮されておられるのか。つまり、近

隣の競争力のあるような港湾が、例えば１２ｍよりさらに深い岸壁の整備を進めているというよ

うなことがあるのかどうかを教えていただきたい。 

 それから、資料４－２の東京港南部地区臨海道路Ⅱ期整備事業もほとんど終わっている事業で

すが、３ページの土工部の標準断面図を拝見すると、歩道が５．２５ｍと非常に広くとられてい

て、地図で拝見するとこの辺はコンテナふ頭で、あまり散策するような場所ではない気がします

が、どうしてこれほど歩道がゆったりととられているのか。また、５ページのところで、道路が

混雑し交通に支障を来していると書いてありますが、どの程度混雑していたのか。本事業は１，

２２０億円という大規模な事業ですので、非常に混雑していたのかどうかというあたりの情報を

いただければと思います。 

 

○佐々木委員 

 資料４－３の千葉港葛南中央地区国際物流ターミナル整備事業について、事業費の増加が全体

の事業費から見るとかなり大きいという印象があります。この見込み違いは基本的には基盤層の

深さの見込み違みというのが一番大きいのだろうと思いますが、このあたりは昔からいろいろな

工事を行っていて、そのあたりの情報とは違う状況になっていたという理解でよろしいですか。

つまり、従来から港湾整備されていてボーリング調査などもされてきたと思いますが、ここはな

ぜかわからないけれども、状況が違ったという理解でいいのでしょうか。 

 

○家田委員長 

 先ほどの笠委員の質問と関連しますが、資料４－２の東京港臨海道路Ⅱ期について、どのくら
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いの交通容量を確保するのが東京港の臨港道路に必要なのかということが必ずしも明快でないた

めによくわからないのは、車線数が陸上部は６車線で橋梁部が４車線ということで車線数が違い

ますね。臨港道路はわりと道路脇にコンテナ車両が停められてしまうことがあるから、そのよう

なことを考慮して車線数を変えているのかどうかわかりませんけれども、断面の違いというのは

どういうふうに設計上考えられているのか教えていただけたらと思います。 

 

○事務局 

 まず、岡部委員の千葉港の事業費の環境に関する増加についてですが、事業費の増分である２

４億円のうち２億円弱です。ほとんどが、土質条件の変更によるものになっています。 

 次に、山﨑委員の質問についてお答えいたします。千葉港の代替港を鹿島港選定したことにつ

いてですが、今回の地震は東京湾北部地震を想定していて、この地震が起こった場合には千葉港、

東京港あるいは横浜港もある程度被災することを想定しています。指摘のとおり、耐震強化岸壁

はある程度生き残ります。ただ、ある程度、東京港や横浜港の背後の地域も被災を受けています

から、東京港、横浜港の耐震強化岸壁の機能としては、その直背後の被災地のための物資の輸送

ということになります。東京湾北部地震で今回の岸壁の直背後である船橋市や市川市といった背

後約１０ｋｍ圏内の被災している地域への物資の輸送を考えた時、東京港や横浜港は、これらの

港湾の直背後のための物資輸送に割り当てていますので、被災を受けておらず千葉港から最も近

いところということで鹿島港を今回選定したということです。 

 また、便益の算定方法につきましては、資料４－３－①の１０ページをご覧ください。ｗｉｔ

ｈｏｕｔケースは増深をしない現状の１２，０００ＤＴＷ級の船舶で輸送をした場合を示してい

ます。ｗｉｔｈケースは１２ｍの増深を行い３万ＤＷＴの船舶により満載で運んだ場合を示して

います。それぞれの輸送頻度や輸送コストを計算し、その差を便益としています。 

 次に、笠委員の質問で、１２ｍ岸壁では十分ではないのではないか、海外の状況はどのようか

という指摘ですが、今回の千葉港の場合は、ある程度どういうものを運ぶのかということが特定

できていて、利用する船会社に確認し、現時点では３万ＤＷＴクラスで十分であると思っていま

す。今後、この１２ｍ岸壁では不十分かということについては、現時点では把握していませんが、

今の１０ｍ岸壁では不十分だということは確認しており、１２ｍ岸壁である程度十分に対応でき

ると考えています。 

 海外の事例については、今回の対象ターミナルは、コンテナ貨物ではなくてバルク貨物と言っ

て荷姿が定まらない貨物を取り扱っています。バルク貨物については海外の状況よりもこの千葉

港でどういう荷物を扱ってどういう船があるか、国内の需要や見込みといったものに対応すると

いうことで、今回必要な水深は１２ｍだと定めているところです。 

 

○笠委員 

 荷の輸送が滞ってから増深するというのではなくて、荷が滞らないように先を見ながら設備を

整える。いろいろ問題が生じてきてから計画をするとタイムラグがあると思いますので、できた

ころにはまた情勢が変わっていてもしかしたらまた次の問題があるかもしれない。それはどうし

ても仕方がない部分もあるとは思いますが、世界の荷の動きや港のつくり方、深さなどを見なが

ら、あらかじめ問題が生じないような形で先手を打ってつくるという考え方はどうなのでしょう

か。 
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○事務局 

 指摘のとおり、今回は１０ｍを１２ｍにするという増深計画ですけれども、将来、企業から１

４ｍ級の船を使いたいとか、あるいは、全国的にそういう船の大型化の状況などがある程度確認

できれば、先手を打ってやるということは必要と思いますが、今回の場合ですと、将来の大型化

を踏まえても現状の１０ｍから１２ｍ級で３万ＤＷＴクラスへの対応で十分であるということか

ら、今回港湾管理者である千葉県が港湾計画を位置づけて、それに基づいて事業を行ったという

ことです。 

 

○事務局 

 東京港臨海道路Ⅱ期整備事業の歩道部の幅員についてですが、資料４－２－①の２ページの空

撮写真を見ていただくとイメージがわきますが、臨海道路Ⅱ期と赤字で書いてあるところの右側

の若洲というところの右側に公園があります。ゴルフ場や臨海部にはキャンプ場等々もあります。

それから、中央防波堤外側地区、まだ埋め立てが進んでいるところですが、ここについても海の

森の構想、あるいは新海面処分場と書いてあるところの右側のほうには人工海浜といった公園が

計画されており、そういったところの回遊性ということで、歩道幅員を確保してほしいというよ

うなことで計画をされています。 

 それから、道路の車線については、橋の部分は事業のコストの縮減という意味もありまして４

車線ですが、そのほかのところについて６車線としているのは、若洲のほうについては１５号地

木材ふ頭ということで物流施設が多く建ち並んでいること、中央防波堤の外側地区についても、

コンテナターミナルや物流倉庫等の物流基地の建設が将来的には計画されているということもあ

り、６車線で予定しているということです。 

 

○家田委員長 

 定性的な話ではなくて、この港の橋を渡るところの断面だと何台とかといった内訳がわからな

い。３ページに計画交通量が３万２，１００台とあるが、もっと個別のところで断面の交通量が

出るはずで、そういう説得力のある資料をつくらないとわからないと思います。４車線で済むな

ら全部４車線でいいではないかとか、用地が将来要るなら確保だけしておいて後でつくればいい

ではないかとかいう意見は出てきますよね。 

 

○事務局 

 若洲側については既に６車線でできていまして、従来６車線であるところに橋をつけるという

形になっています。若洲側のこの６車線のところでの計画交通量としては４万２，０００台にな

っています。橋梁部が３万２，０００台という計画になっていまして、４車線必要だという交通

量になっています。 

 

○事務局 

 それから、佐々木委員の指摘について、千葉港の資料の１５ページをご覧ください。事業費増

加は基盤層深さの設定が２９ｍから３９ｍになったことが大きな要因となっています。なぜその

ような見込み違いになるかということですが、土質調査位置図に昭和５２年から平成２年にかけ
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て実施した既存の土質調査の結果を記しています。既存の１０ｍ岸壁から新設岸壁の前出しをし

ていますが、その既存岸壁をつくる際に詳細な土質調査が行われていました。この土質調査をも

とに基盤層を推定し当初設計を行いましたが、今回の事業において平成１５年、１６年に新たに

実施した土質調査結果にて当初設計を確認したところ、構造が不十分であることがわかったため、

現在の杭長、杭径、あるいはストラット構造といったものを採用したという経緯です。 

 

○事務局 

 あと１点、東京港の道路の現状については、資料４－２－①の５ページの左のところに車の平

均台数が書いてありますけれども、青海縦貫線については非常に混雑しています。平均では４万

２，０００台ですが、ピーク時では５万台近い車が通っています。さらに、そのうちの７割がコ

ンテナ等を運ぶ大型車で、特に平日の昼間に集中するということで、非常に混雑しているという

のが現況です。 

 

○大野委員 

 時間短縮の便益の考え方についてお伺いしたいですが、ここで扱っている荷物は工業製品とか

そういうものと考えてよろしいでしょうか。もしその場合、時間短縮を考えると、だれの時間価

値を考えているのか。荷主なのか、消費者なのか、運送会社の時間価値なのか、その辺を教えて

ください。 

 

○事務局 

 車種別の時間短縮の便益を示しています。 

 

○家田委員長 

 よろしいでしょうか。それでは、港湾事業の重点審議案件２件について判定をお願いしたいと

思います。もう供用がすぐそこに迫っていますので、ここで事業中止ということはないと思いま

すが、何か意見やあるいは、直接プロジェクトと関係ないけれども、一言言っておきたいことが

ありましたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○山﨑委員 

 もう供用間もなくということなので、事業継続で結構かと思いますが、先ほど質問した便益の

計算の仕方がやや粗いのではないかと思います。１万２，０００ＤＷＴと３万ＤＷＴの満載とい

う単純な比較になっていますが、現実に入ってきている船舶のトン数はきちんとわかっているわ

けだから、それできちんと比較するとどのくらいになるかというのが出てくると思います。いき

なり一番小さい１万２，０００ＤＷＴと一番大きなものを比較してどんと差があるというのは、

少し膨らまし過ぎなのかなと思います。それから、７ページに建設機械の輸出をする際は横浜港

に運んでいるとなっていますが、ほんとうに現実に建設機械は横浜港に持っていっているのか確

認したい。それが、大きな船が千葉港に入れるようになれば千葉港から輸出されるということな

のか、そういう現実の数字をもとにやっていただかないと過大になるのではないでしょうか。１

０ページにあるように、３万トンクラスで年間１８隻しか来ないというのでは、企業も使い勝手

が悪過ぎて、逆に小さな船で運んだほうがいいということにもなりかねないので、少しその辺精



17 

査してほしいということです。 

 

○事務局 

 まず、後者の質問についてですが、企業へのヒアリングにより、実際、横浜港を使っているこ

とを確認しています。海外へ輸出する外貿ＲＯＲＯ船を一番扱っているのは、現在この近傍では

横浜港であるというところから、横浜港を設定しています。 

 

○山﨑委員 

 その荷主さんのためだけにほんとうに船が行きますかということですよね。現実の問題として、

それだけの貨物量が１社だけであるのでしょうか。 

 大型の船を満載にするだけの機械を千葉港から出すという想定が正しいのでしょうか。 

 

○事務局 

 その想定も含めて、企業の今後の生産動向、生産計画、量的なことも押さえています。 

 

○山﨑委員 

 ２ページの右下の図を見ると、貨物はすごい減っています。まだ今年もおそらくリーマンショ

ックの影響で貨物が減っていると思いますので、少し過大な推計というか、楽観的な推計になっ

ているという感じがします。 

 

○事務局 

 指摘につきましては、今後、しっかり厳しく見ていきますが、２ページ目の資料につきまして

は千葉港全体でのトン数であって、今回、便益として考えている貨物量というのは、７ページの

建設機械であるとか、オーダー的にはかなり小さくなりますけれども、もっとミクロな貨物量の

動向、企業の動向、将来の生産見通し、そういったことを踏まえて事業量や貨物量を想定してい

ます。全体の貨物量の動向と個別の動向は多少連動するところもありますが、今回の件につきま

しては個別のある特定の貨物の動向を踏まえて算出させていただいているという状況です。 

 

○家田委員長 

 要するに、そう言ってはいるが、その説得力があるかという問題ですよね。担当者の人がこう

だと言えば、それを信じろという問題ではなくて、どこでどうヒアリングして、Ａ社はこうふう

になっているとか、その動向はこうなっていますという説得力の問題ですよね。事業評価監視委

員会なので、担当者が説明したことを信じるとか、そういう問題ではないのでそこはぜひご理解

いただきたい。山﨑委員がおっしゃりたいのは、そういうところをより懐疑的に見ながらチェッ

クしていかなければいけないということをおっしゃっているわけではありますが、もう事業完了

間近ですので事業を継続して早く終えてくださいという意味では各委員も一致してご了解いただ

けると思いますが、附帯意見として、例えばこの千葉港のターミナルについて、山﨑委員からご

懸念があるから、その後もモニタリングしながら、当時想定していた使い方の見込みというのが

合っているのかどうかを継続してチェックしていくことにしましょう。 

 それから、費用が倍変わるのは、いろいろな事情はあるのだろうけれども、なぜこういうこと
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になってしまったのかということをきちんと整理してデータとして置いておくこととか、いろい

ろな事業で事業費の変更というのは当然あり得る話だけれども、予定よりも上側に変わることが

多くて、コストダウンの努力も一部されていますが、港湾の仕事としてこれまで想定したものが

計画時と実施時でどの程度違っているのか、それはいろいろな環境配慮などで設計変更せざるを

得なかったようなものなのか、調査時にわからなかったような地質条件のものなのか、あるいは

材料費等の高騰に伴って生じるようなものなのか、ぜひ分析しておいていただけたらと思います。 

 その他いろいろ申し上げたように、ぜひ資料の説得力という面で、今後に向けて努力をしてい

ただけたらと思います。 

 そのような前提条件つきで、この２件、継続ということでよろしいでしょうか。 

それでは、そういうふうにさせていただきましょう。 

 

○家田委員長 

 それでは、砂防事業に戻りましょう。 

 

○事務局 

 まず、家田委員長から、評価サイクルに合わせた当面３年間の事業計画における効果を示せな

いかということについてですが、砂防事業は山の中でやっている事業でありまして、施設の整備

に当たって、例えば工事用道路をつくるのに１年、砂防堰堤をつくるのに３年というようなこと

でして、３年のＢ／Ｃを算定するというのは非常に難しいところです。ただ、今、手元で持って

いる数字としましては、１０年間でのＢ／Ｃは１．１という数字を持っているところです。 

 あともう１点、災害時要援護者関連施設等を示した図面を回覧させていただきます。 

 参考で各委員に追加配布している資料が我々が計画している３０年間で整備する全施設で、今、

回覧させていただいている資料が実際１０年間でどういう施設を整備するのか、また、大武川の

施設を整備するとどういう箇所が危険が解消されるのかといったものをまとめた資料です。 

 最後、山﨑委員から指摘のあった人口動態に関しましては、手元のデータで算定しているのは

平成１６年から２１年の住民基本台帳の減少率、マイナス年０．４％というものを用いてＢ／Ｃ

を算定しているところです。他方、今のマニュアル上では人口動態等を考慮するという形にはな

っていないところですが、今後の課題としてそういったものをどう取り扱うのかということにつ

いては引き続き検討していきたいと考えているところです。 

 

○家田委員長 

要は、この１０年の整備計画が、仮に全体計画の８０年の中で優先的に行う計画だとすると、

それは大武川の幾つかの事業であるということですか。 

 

○事務局 

 はい。 

 

○家田委員長 

 それは配付資料にはなかったけれども、資料は整っていてそのＢ／Ｃを計算すると、配付資料

の残事業１．１に相当するというわけですね。 
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○事務局 

 残事業に相当するものです。 

 

○家田委員長 

 残事業と言ったら、最後まで残っている部分を言うのであって、これから優先的に行う事業が

残事業という言葉からはなかなか類推できないので、少し用語を考えていただいたほうがいいと

思います。 

 

○笠委員 

 今の話に関連して、最近、大雨などにより土石流とかになると、そういう危険な場所に老人福

祉施設が建っていて死者が出るというケースが非常に多くて、おそらくそういうところは地価も

安いし、大きな規模で安く建てるためにはそういう場所に建ってくるのだろうと思いますが、そ

ういう場所に立地させないように土地利用規制などをかけないと、安いところにどんどん建って

その上部を税金で砂防事業するというようなことでは、結局、トータルの社会的なコストは非常

に高くなると思います。土地利用規制を日本でかけるのは、所有権がものすごく強くて大変だと

いうのは家田委員長がおっしゃっていたとおりで難しいと思いますが、そこをもっと強化してい

ただいたらと思います。 

 

○事務局 

 １つは、施設の立地に当たって民生部局の許可等が要りますが、昨年の山口の防府であった高

齢者施設の土石流災害等を受けまして、国土交通本省と厚生労働省で、許可するに当たってその

地域がどういう地域なのかという情報もあわせて判断してほしい、情報提供してほしいというよ

うな取り組みは最近行っているというところです。 

 もう一つは、土砂災害防止法という法律がありまして、平成１３年度から国土交通省を中心に

各県で実施されています。これは、危険な場所にむやみに住まわないように、その危険な箇所を

明らかにして、仮にそこに住む場合には土砂災害に対して安全な施設をつくりなさいというよう

な法律でして、これを今、各県で鋭意指定を進めているところです。 

 

○家田委員長 

 これから１０年に相当するもののＢ／Ｃは大体１．１くらいで、全体のＢ／Ｃは１．２くらい

になるということは、もちろん優先的に効果の出るところからやっているはずだから、これまで

やってきたところが１．２と１．１と間ぐらい、あるいは１．２より大きくて、今、１．１くら

いのものをこれからやろうとしていて、もっと先のものは、相当このプロジェクトとしては厳し

いものが想定されているという理解をしていいですか。 

 

○事務局 

 人口の動向もありますし、外力の雨の話もおそらく３０年後とかでは出てくるかと思います。

そのような要素、今の時点では予測し得ないような要素も多くありますけれども、Ｂ／ＣのＢが

高いところを優先的にやっていきますので、事業としてはＢが小さくなっていくのが自然な流れ
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になるかと思っています。 

 

○河川部長 

 今、３年ごとに事業再評価を行っていますが、短い期間で絶えずチェックをしながらこの事業

をこれから進めていくということだと思います。 

 

○家田委員長 

 それでは、委員長の案としましては、砂防というのは非常に長い期間かけて少しずつやってい

くものなので、ぜひ長期的な展望と同時に、今、何からやるべきかを十分常に把握しながら、そ

してまた、やってきたことについて常にその効果をモニタリングするというようなことをやって

いく前提で、当面の１０年くらいやっていくことについては継続とするが、今後、定期的に見直

しを積極的に図っていくと、こういう理解でいかがかと思いますが、よろしいですか。 

 それでは、そういう結論にさせていただきましょう。ほんとうにいろんな種類の社会基盤の中

でも、砂防事業のように長期的展望に立たない限り手も足も出ないのがあるので、ほかの事業に

対するＢ／Ｃの値と見方を少し変えたほうがいいと思っていますが、それにしても、よく見てい

くようにお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

○家田委員長 

 まず、資料２－３の利根川水系直轄砂防事業について、先ほどの資料２－２の富士川水系直轄

砂防事業とほとんど同じなので、リクエストとしては、先ほど言い忘れましたが、当該事業が１

０年でやるものは具体的にどこで何をするのか分かるように資料を整えること。それから、富士

川砂防で言ったことは本事業にも共通の話でして、そういう前提つきでいかがでしょうか、継続

ですが。よろしいですか。 

 それでは、そうさせていただきましょう。 

 

○家田委員長 

 では、次に道路の案件につきまして、資料３－３－①の国道５１号大栄拡幅の１０ページの進

捗で用地の取得率が平成２１年と２２年で同じ数字になっていますが、どういうことでしょうか。 

 

○事務局 

 平成２２年度の予算編成に当たりまして、非常に厳しい予算状況の中で、全国で予算計上を必

要最低限の額にするという事業を選んでいます。その中で、事業の進捗状況や周辺の状況を踏ま

えて、この事業に対する予算配分は最低限の調査・設計に必要な金額だけに絞り込んでいますの

で、事実上、用地買収が行われていないということです。 

 

○家田委員長 

 道路関係の案件については、継続ということでよろしいですか。 

その他の案件の審議 
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それでは、そうさせていただきましょう。 

 

○家田委員長 

 それでは、最後、港湾関係についていかがでしょうか。 

 

○岡部委員 

 資料４－４－①の茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区複合一貫輸送ターミナル整備事業の８ペー

ジで、便益のＢの②の残存価値（ふ頭用地）を清算するとありますが、これはどちらかに売却す

るということですか。 

 

○事務局 

 売却する予定ではありません。 

 

○家田委員長 

 これは、マニュアルの中のルールに基づいてやっているので、実際は売却を想定しているわけ

ではないということですね。 

 

○事務局 

 はい。 

 

○家田委員長 

 前回の評価と今回の評価を比較すると、Ｂ／Ｃが上がっています。道路事業でも、色々な見直

しをすると結構下がっていくのが多いが、この事業のＢ／Ｃが前回に比べて上がっているのはど

の辺のところが一番大きい寄与ですか。 

 

○事務局 

 同資料の６ページをご覧いただきますと、当初、苫小牧航路が就航して週６便の貨物量を想定

したところ、道路事情なども格段によくなってきて、船社から常陸那珂港をもっと利用したいと

いうこともあり、実際に昨年の８月に便数を倍に増やし貨物量も大体倍になっています。こうい

ったことを加味し、将来の便益を計算させていただいたところです。 

 

○家田委員長 

 わかりました。それでは、この事業ももうすぐ完了ですので継続という扱いでよろしいですか。 

それでは、そういうふうに処理致しましょう。 


